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令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
特
別
貸
付 

信用保証による資金繰り支援 

ﾀ
対
象
者ﾀ

①
被
災
４
県
に
事
業
所
を
有
し
、
直
接
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
※
１
、
２ 

 ﾀ 

② 

①
の
事
業
活
動
に
依
存
し
、
間
接
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者 

 
ﾀ 

③
今
般
の
地
震
の
影
響
に
よ
り
、
業
況
が
悪
化
し
て
い
る
中
小
企
業
者
※
３ 

※
１: 

原
則
、
罹
災
証
明
書
等
が
必
要 

※
２: 

停
電
等
に
よ
る
在
庫
品
被
害
も
含
む 

  
 

※
３: 
風
評
被
害
等
に
よ
る
影
響
を
含
む 

ﾀ

貸
付
限
度
額ﾀ

 

①
及
び
➁
の
方
（
国
民
事
業
）
上
乗
せ
六
千
万
円
（
中
小
事
業
）
）
三
億
円 

③
の
方
（
国
民
事
業
）
別
枠
四
千
八
百
万
円
（
中
小
事
業
）
七
億
二
千
万
円 

ﾀ

貸
付
利
率ﾀ

 ①
の
方 

当
初
３
年
間
は
所
定
の
金
額
※
４

を
限
度
に
、
災
害
金
利
※
５

▲
0.9

％ 

貸
付
後
４
年
目
以
降
は
災
害
金
利
▲
0.5

％ 

②
の
方 

災
害
金
利 

③
の
方 
基
準
金
利
（
中
小
企
業
者
の
状
況
に
よ
り
変
動

）
※
６ 

※
４:

（
国
民
事
業
）
三
千
万
円
（
中
小
事
業
）
一
億
円 

所
定
の
金
額
を
上
回
る
場
は
災
害
金
利
▲
0.5

％ 

※
５: 

令
和
６
年
１
月
現
在
、
貸
付
期
間
５
年 

（
国
民
事
業
、
中
小
事
業
と
も
に
）

1.20

％ 

※
６: 

令
和
６
年
１
月
現
在
、
貸
付
期
間
５
年
（
国
民
事
業
） 

2.1

％
（
中
小
事
業
）

1.20

％ 

ﾀ

貸
付
期
間ﾀ

 設
備
資
金
20

年
以
内
運
転
資
金
15

年
以
内
（
据
置
期
間
５
年
以
内
） 

ﾀ

取
扱
時
期ﾀ

 

 
 

 
 

令
和
６
年
１
月

31

日
（
水
）
～ 

    
 

 

・
災
害
を
受
け
た
小
規
模
事
業
者
の
資
金
繰
り
を
支
援 

 
 

 
 

（
貸
付
限
度
額 

一
千
万
円
（
別
枠
）
、
貸
付
利
率
を
最
大
▲
0.9

％
） 

 
 

 
 

 

※
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
マ
ル
経
は
、
商
工
会
の
推
薦
が
必
要 

  
 

 
 

 
 

 

お
問
い
合
わ
せ 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

金
沢
支
店 

 

℡
０
５
７
０―

０
４
５
２
０
２ 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
マ
ル
経 

ﾀ

制
度
概
要ﾀ

 

自
然
災
害
等
に
よ
り
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企
業

者
に
対
し
、
通
常
の
保
証
限
度
額
と
は
別
枠
（
上
限
二
億
八
千
万
円

（
う
ち
無
担
保
八
千
万
円
）
）
で
借
入
金
の
100

％
を
保
証
す
る
制
度 

ﾀ

対
象
者ﾀ

 

災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
た
地
域
等
に
事
業
所
を
有
し
、
直
接
ま

た
は
間
接
被
害
が
あ
り
、
売
上
等
が
減
少
し
て
い
る
中
小
企
業
者 

ﾀ

要
件ﾀ

 

市
町
村
が
発
行
す
る
認
定
書
（
売
上
高
が
20

％
以
上
減
少
） 

   ﾀ

制
度
概
要ﾀ

 

激
甚
災
害
の
直
接
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
に
対
し
て
、
一
般
保

証
及
び
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
の
保
証
限
度
額
と
は
別
枠
（
上
限
二

億
八
千
万
円
（
う
ち
無
担
保
八
千
万
円
）
）
で
借
入
金
の
100

％ 

を
保

証
す
る
制
度 

ﾀ

対
象
者ﾀ

 

災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
た
地
域
に
事
業
所
を
有
し
、
直
接
被
害

を
受
け
た
中
小
企
業
者 

ﾀ

要
件ﾀ

 

罹
災
証
明
書
等 

  

利
用
時
の
要
件
に
災
害
関
係
保
証
も
追
加
す
る
こ
と
で
事
業
再
建
に
必
要
な
資

金
を
借
入
れ
す
る
際
の
保
証
料
を

0.2

％ 

ま
で
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
石
川
県

内
の
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
た
地
域
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業
に
つ
い
て

は
、
後
日
正
式
な
提
出
が
前
提
で
申
込
時
点
で
記
載
で
き
る
範
囲
で
の
計
画
書
の

提
出
を
可
能
と
し
て
い
ま
す 

  
リ
ス
ケ
時
追
加
保
証
料
を
ゼ
ロ
に
し
ま
す 

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号 

災
害
関
連
保
証 

伴
走
支
援
型
特
別
保
証
（
コ
ロ
ナ
借
換
）保
証 

ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
等
の
リ
ス
ケ
時
の
保
証
料
補
助 
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経
営
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
商
工
会
【 

新
規
会
員
募
集
中 

】 

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
（
災
害
支
援
枠
） 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け

た
小
規
模
事
業
者
等
が
行
う
販
路
開
拓
の
取
組

を
支
援
し
ま
す
！ 

 

震
災
後
に
復
旧
と
併
せ
、
新
商
品
の
販
売
や 

よ
り
自
社
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
。
。
。
。
。
。
。
。 

【
補
助
対
象
者
】 

石
川
県
、
富
山
県
、
福
井
県
、
新
潟
県
に
所
在
す
る
、
令
和

６
年
能
登
半
島
地
震
の
被
害
を
受
け
た
小
規
模
事
業
者
等 

【
事
業
目
的
】 

 

事
業
の
再
建
に
向
け
た
経
営
計
画
を
自
ら
策
定
し
、
商
工

会
・
商
工
会
議
所
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
取
り
組
む
販
路
開
拓

を
支
援 

【
補
助
上
限
】 

 

200

万
円
（
直
接
被
害
） 

⇨

自
社
の
事
業
用
資
産
に
損
壊
等

の
直
接
的
な
被
害
を
受
け
た
場
合 

 

100

万
円
（
間
接
被
害
） 

⇨

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
起

因
し
て
、
売
上
げ
減
少
の
間
接
的
な
被
害
を
受
け
た
場
合 

【
補
助
率
】 

 

２
／
３
又
は
定
額
（
一
定
の
要
件
を
満
た
す
事
業
者
の
み
対
象
※
） 

 
 

※
中
能
登
町
に
つ
い
て
は
要
件
を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん 

【
補
助
対
象
】 

機
械
装
置
等
の
購
入
、
店
舗
改
装
、
広
告
掲
載
、
展
示
会
出

展
費
用
な
ど 

【
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】 

 

２
月
１
日
（
木
）
よ
り
受
付
開
始 

 

※
１
次
公
募
は
２
月

29

日
（
木
）
締
切
り
。
一
次
公
募
締

切
り
後
、
速
や
か
に
二
次
公
募
を
開
始
し
ま
す
。 

【事前準備から事業終了までの流れ】 

事前準備 交付決定～補助事業実施 公募開始～交付候補者決定 

 

事
業
計
画
書
の
作
成 

  

（
自
治
体
へ
依
頼
） 

 

証
明
書
類
の
発
行 

 

商
工
会
へ
相
談 

 

採
択
者
決
定 

 
 

 

事
業
計
画
審
査 

  

公
募
締
切 

 

公
募
受
付
開
始 

 

補
助
金
の
支
払 

補
助
金
の
請
求 

補
助
金
の
確
定 

 

確
定
検
査 

 

実
績
報
告 

 

事
業
実
施 

 

補
助
事
業
開
始 

交
付
申
請
・
決
定 

令和６年８月 30 日

までに事業完了 

【申請前に自治体に必ず発行してもらうもの】 
直接被害で申請する場合 ⇒ 事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類（例：「罹災 被災証明

書」など） 

間接被害で申請する場合 ⇒ 令和６年１月及び２月の任意の１か月の売上高が前年同期と比較して２０％以

上減少していることが分かる公的書類（例：セーフティネット 4 号における「認定書」など） 

【定額要件】 
直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額補助となります。 

１．過去数年以内に発生した災害（※１）で被害を受けた以下に該当する事業者 

①被災が証明できる事業者 

②国等が実施した災害支援策を活用した事業者 

２．過去数年以内に発生した災害以降、売上高が２０％以上減少している事業者 

３．過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者 

(※１)過去５年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。 

【補助対象となる期間の特例】 
特例として令和 6 年 1 月 1 日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費

についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。 

※「直接被害」の場合、罹災（被災）証明書、「間接被害」の場合、売上げが減少したことが分かる「認定書」が必要

となります。（いずれも自治体が発行するもの） 

※申請時点で明らかではない経費については、交付申請・決定の段階時点で、事業に要する経費の詳細内訳を改めて求めま
す。事後で対象外経費が含まれていることが判明した場合はお支払いができませんので、申請時点でよくご確認ください。 

※令和 6 年 8 月 30 日までに事業を完了し、指定期日までに実績報告書を提出していただく必要があります。 

お問い合わせ先：中能登町商工会 ☎（0767）76-1221 
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